
お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

会
員
募
集

お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

会
員
募
集

　2019年(平成31年)３月号　第1172号 　2019年(平成31年)３月号　第1172号　 45

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

● 

若
い
世
代
が
安
心
し
て
子
育
て

で
き
る
環
境
整
備
の
た
め
に

　

  

西
正
和
広
様（
東
京
都
大
田
区
）

　
　

 

20
万
円

帳簿の種類 記載項目 縦覧できるかた
① 土地価格等
縦覧帳簿

所在、地番、地
目、地積、価格

・ ①は土地の、②は家屋の、
固定資産税の納税者およ
び同一世帯の親族
・ 納税者から委任を受けた
代理人など

② 家屋価格等
縦覧帳簿

所在、家屋番号、
種類、構造、床
面積、価格

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧　内容など

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧

固
定
資
産
課
税
台
帳
閲
覧

市
役
所
課
税
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
１
７

● 

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

の
縦
覧

　

納
税
者
が
、
自
分
の
土
地
や
家

屋
の
価
格
が
適
正
か
ど
う
か
を
他

の
土
地
や
家
屋
と
比
較
し
て
判
断

す
る
た
め
の
制
度
で
す
。
縦
覧
帳

簿
の
写
し
な
ど
の
交
付
は
行
い
ま

せ
ん
。

▼
縦
覧
期
間　

４
月
１
日
（月）
〜
５

月
７
日
（火）
▼
縦
覧
時
間　

午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
▼
縦
覧

場
所　

市
役
所
課
税
課
▼
縦
覧
内

容　

下
表
▼
費
用　

無
料
▼
持
ち

物　

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
運
転
免
許
証
な
ど
）、
委
任
状

（
代
理
人
の
み
）

●
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

自
分
の
資
産
の
課
税
内
容
を
確

認
で
き
ま
す
。
借
地
人
・
借
家
人

な
ど
も
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ

ば
閲
覧
で
き
ま
す
。

▼
閲
覧
開
始
日　

４
月
1
日
（月）　

※
閲
覧
開
始
日
が
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
▼
閲
覧
時
間　

午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
15
分
▼
閲
覧
場

所　

市
役
所
課
税
課
、
支
所
▼
閲

覧
で
き
る
か
た　

固
定
資
産
税
の

納
税
義
務
者
お
よ
び
同
一
世
帯
の

親
族
、
納
税
義
務
者
ま
た
は
法

人
か
ら
委
任
を
受
け
た
代
理
人
な

ど
。
借
地
人
は
借
地
に
つ
い
て
、

借
家
人
は
借
家
と
そ
の
敷
地
に
つ

い
て
閲
覧
可
▼
費
用　

５
月
７
日

（火）
ま
で
は
無
料
。
そ
れ
以
降
は
１

枚
２
０
０
円
▼
持
ち
物　

本
人
確

認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証

な
ど
）、委
任
状
（
代
理
人
の
み
）、

借
地
・
借
家
関
係
が
分
か
る
契
約

書
な
ど
（
借
地
人
・
借
家
人
の
み
）

▼
そ
の
他　

４
月
中
旬
に
送
付
予

定
の
「
平
成
31
年
度
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
納
税
通
知
書
」

に
は
「
課
税
明
細
書
」
が
添
付
し

て
あ
り
、
固
定
資
産
の
評
価
額
な

ど
を
確
認
で
き
ま
す

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

市
役
所
課
税
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
２
１
７

▼
と
き　

４
月
13
日
（土）
、
午
前
10

時
〜
午
後
４
時
▼
と
こ
ろ　

勤
労

福
祉
会
館
第
１
会
議
室
▼
内
容　

土
地
価
格
・
地
代
・
家
賃
・
借
地

権
・
相
続
時
の
土
地
の
分
割
・
不

動
産
の
有
効
利
用
に
対
す
る
ア
ド

バ
イ
ス
な
ど
▼
申
し
込
み　

不
要

▼
問
合
先　
（
公
社
）
愛
知
県
不

国
民
年
金
保
険
料

学
生
納
付
特
例
制
度

市
役
所
国
保
年
金
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
２
８

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

で
あ
る
学
生
で
、
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場

合
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る
と
、

在
学
中
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す

（
本
人
に
所
得
が
あ
る
場
合
な
ど

は
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
）。

　

猶
予
期
間
は
年
金
額
に
は
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
が
、
老
齢
基
礎
年

75
歳
に
な
る
国
民
健
康
保
険

加
入
の
世
帯
主
の
か
た
へ

市
役
所
国
保
年
金
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
１
２

　

国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
主
に

課
税
さ
れ
ま
す
。
世
帯
主
本
人
が

75
歳
と
な
り
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
た
と
き
で
も
、
同

一
世
帯
に
国
民
健
康
保
険
の
加
入

者
が
い
る
場
合
は
、
世
帯
主
が
納

税
義
務
者
に
な
り
ま
す
。

　

平
成
31
年
度
に
75
歳
に
な
る
か

た
は
、
国
民
健
康
保
険
税
を
２
月

ま
で
年
金
天
引
き
で
納
め
て
い
て

も
、
４
月
か
ら
は
普
通
徴
収
（
納

付
書
払
い
ま
た
は
口
座
振
替
）
で

納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

国
民
年
金
付
加
保
険
料

市
役
所
国
保
年
金
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
２
８

　

定
額
保
険
料
に
付
加
保
険
料
を

上
乗
せ
し
て
納
め
る
こ
と
で
、
受

給
す
る
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
納
付
は
、
申
し
出
た

月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

▼
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
た　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
、
65

歳
未
満
の
任
意
加
入
被
保
険
者

（
国
民
年
金
基
金
に
加
入
中
の
か

た
は
除
く
）
▼
付
加
保
険
料　

月

４
０
０
円
▼
付
加
年
金
額　

老
齢

基
礎
年
金
額
に
「
２
０
０
円
×
付

加
保
険
料
納
付
月
数
」
が
上
乗
せ

さ
れ
ま
す
。
２
年
間
で
納
め
た
保

険
料
と
同
額
に
な
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
運
営
の

適
正
化
に
ご
協
力
を

市
役
所
国
保
年
金
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
１
２

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
加

入
者
の
う
ち
、
収
入
が
少
な
く
職

場
の
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て

い
る
か
た
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計

を
維
持
し
て
い
る
か
た
は
、
社
会

保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
に
認
定
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

被
扶
養
者
に
認
定
さ
れ
る
と
、

そ
の
か
た
の
国
保
税
が
か
か
ら
な

く
な
り
ま
す
。
該
当
す
る
場
合
は

扶
養
者
の
勤
務
先
で
認
定
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
（
社
会
保
険
料

は
変
わ
り
ま
せ
ん
）。

　

適
切
な
健
康
保
険
に
加
入
す
る

こ
と
で
国
民
健
康
保
険
運
営
の
適

正
化
が
図
ら
れ
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

認
定
さ
れ
た
場
合
は
届
け
出
を

　

社
会
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
に

認
定
さ
れ
た
場
合
は
、
市
役
所
国

保
年
金
課
、
支
所
、
市
民
セ
ン
タ
ー

へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
持
ち
物　

国
民
健
康
保
険
証
、

勤
務
先
の
健
康
保
険
証
、
認
定
さ

れ
た
か
た
と
世
帯
主
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
分
か
る
も
の
、
届
け
出
す

る
か
た
の
本

人
確
認
が
で

き
る
も
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の

路
線
・
時
刻
表
を
改
正
し
ま
す

市
役
所
地
域
協
働
課  

☎

０
５
８
７(

32)

１
１
４
６

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
路
線
・

時
刻
表
を
改
正
し
、
４
月
１
日
（月）

か
ら
新
し
い
路
線
・
時
刻
表
で
運

行
し
ま
す
。

※ 

新
し
い
時
刻
表
な
ど
は
本
紙
に

挟
み
込
ん
で
あ
り
ま
す

▲コミュニティバス（中型バス）

▲コミュニティバス
　（ワゴンタイプ）

路線名 利用人数
利用者１人あ
たりの運行経
費の市負担額

稲沢中央線 アピタ稲沢店系統 8,318 人 129 円
祖父江
・稲沢線

ふれあいの郷系統 1,412 人 588 円
地泉院系統 1,540 人 552 円

下津・大里東線 762 人 1,053 円
大里西線 795 人 969 円
千代田線 1,121 人 753 円
平和線 558 人 1,602 円

平成 30 年 12 月分

　コミュニティバスの運行を継続していくため、『「稲
沢市コミュニティバス運行事業計画」見直しに係る基
準』を設定し、運行経費における利用者１人当たりの
市負担額（下表）の基準値を 1,500 円としました。こ
の基準値を上回る路線については、運行路線の縮小や
減便などを検討していきます。

コミュニティバスを利用してください

問合先　市役所地域協働課　

☎

0587(32)1146

弁
護
士
に
よ
る

無
料
債
務
者
相
談
会

市
役
所
国
保
年
金
課

☎

０
５
８
７(

32)

１
３
１
２

▼
と
き　

３
月
19
日
（火）
、
午
後
１

時
〜
４
時　

※
相
談
は
１
人
30
分

程
度
▼
と
こ
ろ　

市
役
所
第
５
会

議
室
▼
対
象　

多
重
債
務
が
あ

り
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
支

払
い
に
困
っ
て
い
る
か
た
▼
定

員　

６
人
（
先
着
順
）
▼
持
ち
物　

印
鑑
▼
申
し
込
み　

３
月
４
日
（月）

〜
15
日
（金）
に
、
電
話
で
国
保
年
金

課
へ
▼
そ
の
他　

相
談
後
の
債
務

整
理
な
ど
の
弁
護
士
費
用
は
有
料

で
す

動
産
鑑
定
士
協
会
（☎

０
５
２

（
２
４
１
）
６
６
３
６
）

金
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎

年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な

資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
（
10

年
以
内
に
追
納
す
る
と
、
年
金
額

に
も
反
映
さ
れ
ま
す
）。

▼
対
象
年
度　

平
成
31
年
度
（
４

月
〜
２
０
２
０
年
３
月
）
▼
申
請

期
間　

４
月
か
ら
随
時
▼
申
請

先　

市
役
所
国
保
年
金
課
、
支
所

※ 

平
成
30
年
度
以
前
に
申
請
し
、

今
後
も
在
学
予
定
が
あ
る
か
た

に
は
日
本
年
金
機
構
か
ら
は
が

き
が
送
付
さ
れ
、
記
入
し
て
返

送
す
る
こ
と
で
申
請
で
き
る
場

合
も
あ
り
ま
す


